
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉西部支部 

  支 部 だ よ り
第１７２号〈公７０号〉［令和５年４月１０日発行］ 

ＨＰアドレス https://www.takuken.or.jp/seibu/  メールアドレス seibu@takuken.or.jp

＜埼玉西部支部 TEL 049-265-6390 ＦＡＸ 049-265-6395＞ 

晩春の候､ 会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、支部事業活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、「支部だより」第１７２号を発行いたしました。皆様のご意見、ご感想をお寄せください。 

令和５年度第１回支部理事会 （理事数３２名、監事数２名内、出席数３１名（うち委任状２名）） 

令和５年４月６日（木）１５時より、ウェスタ川越 活動室３（２F）にて開催されました。

要点についてご報告申し上げます。

令和４年度事業報告

支部事業、地区開催事業、青年部会事業、不動産無料相談所等について、詳細にわ 

たり説明提案され、原案どおり可決決定されました。 

令和４年度収支決算報告 

令和４年４月１日～令和５年３月３１日の間の収支決算について、詳細にわたり 

説明提案された後、支部監事より監査の結果適正であることが報告されました。 

※令和４年度事業報告書及び収支決算書等は、本部総会後会員皆様にお送りいたします。 

   その他、令和５年度不動産無料相談員の推薦、令和５年度支部理事会等開催日程他につい

ても審議され、原案通り可決決定されました。 

≪公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会第１２回(通算第５７回)定時社員総会開催のご案内≫ 

日時 令和５年５月２９日（月）１５時００分～ 

会場 埼玉県宅建会館 ３階研修ホール 

※議案書・総会通知・出欠(委任状)カードを５月連休明けにお届けいたしますので、 

ご確認の上、出欠(委任状)カードのご提出をお願いいたします。 

●＝＝＝＝ ご案内 ＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●＝＝＝＝●

１ 令和５年度会員ゴルフ大会

毎年大人気の会員ゴルフ大会は、本年度も開催を予定しております。詳細が決まり次第、

FAX及び支部HP （https://www.takuken.or.jp/seibu/）にてご案内させていただきます。 

２ 令和５年分路線価図・評価倍率表の予約申込み受付中！(支部経由は 10％引！)

ご希望の方は、本会員直送便に同封の「路線価図・評価倍率表申込書」の下部に必要事項

をご記入の上、６月９日（金）までにＦＡＸにてお申し込みください。 

  ※お申込み先：埼玉西部支部事務局（FAX：049-265-6395）

支部 HP

【 入会者 】（令和５年３月１日～令和５年３月３１日）

№ 商号・名称 代表者名 事務所所在地 TEL 

１ ㈱ライフアップエステート小川町店 大竹 雅彦 比企郡小川町腰越 179-2 0493-81-5115 

２ シブヤ住まいるホーム 渋谷 栄一 川越市砂新田 4-13-17 049-238-7171 

３ ㈱ K’s ワン 大柴 健二 
ふじみ野市うれし野 

1-12-11 
049-256-8600 

４ ㈱トップティア 村田 淳史 
富士見市東みずほ台 2-10-19

フォルテビル 2F 
049-293-3677 

５ ㈱アイリスジャパン 菅沼 克徳 
入間郡三芳町上富 2055-3 

前島ビル 201 号 
049-293-6441 

【 退会者 】（令和５年３月１日～令和５年３月３１日） 

№ 商号・名称 地域 理由 

１ ㈱アイダ設計東松山モデル店 東松山市 支部移動 

２ ㈱長谷川工務所 鶴ヶ島市 廃業 

３ ㈱トラスト・アップ 川越市 廃業 

４ ㈱ＡＱ建築 さいたま市中央区 廃業 

５ ㈱ヴィンテージ・ヴァリュー 東松山市 廃業 

会数 ６５６名(令和５年３月３１日現在)

令和５年度会費等は、以下のとおり預金口座より振替させて頂きます。 

・口座振替日  令和５年６月３０日（水）のみ  

・振替金額   ６７,８００円  

・宅建協会費  ４,８００円×１２ヶ月＝５７,６００円 

内訳 ・保証協会費  ５００円×１２ヶ月＝ ６,０００円 

・埼政連会費  ３５０円×１２ヶ月＝ ４,２００円（代表者個人より） 

※領収証をご希望の方は、支部までお申し出ください。 

※口座振替日は、１回のみとなりますのでご注意ください。（再振替はございません）  

-------------------------------------------------------------------------------- 

業の廃止等を検討されている方は、早めのご対応と、支部までのご連絡をお願いいたします。 

4 月 1日以降になりますと、1年分の会費を納入していただくことになります。 

※毎年４月１日現在に会員資格を有する会員は、毎事業年度の会費全額を、６月末日までに 

納入しなければならない。                   ～定款施行規則より～ 

■埼玉県宅建協会・全宅保証協会「変更届」「退会届」

県協会HP（https://www.takuken.or.jp/）より直接ダウンロードしていただくことが可能です。

県協会HP→ 会員支援「ハトサポ」→ 会員向けインフォ→ 宅地建物取引業免許 各種手続について

■支部事務局受付時間変更のお知らせ（最新の情報は支部HPにてご確認ください。）

６月１５日（木）１２：００迄とさせていただきます。

以上 


